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規 則

石 川 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 九 号

石 川 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 学 則 ( 昭 和 五 十 九 年 石 川 県 規 則 第 二 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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別 表 第 二 中
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平成 25 年 ３ 月 25 日 (月曜日)

号 外

(第 ２１ 号)

規 則
○石川県立総合看護専門学校学則の一部を改正する規則

(医療対策課) 1
○薬事法施行細則の一部を改正する規則 (薬事衛生課) 2
○石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の一部を
改正する規則 (少子化対策監室) 2

○石川県立保育専門学園学則の一部を改正する規則
( 同 ) 3

○児童福祉法施行細則の一部を改正する規則
( 同 ) 3

○石川県地方競馬実施条例施行規則の一部を改正する規
則 (競馬業務課) 5
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附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 入 学 し た 者 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 入 学

し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

薬 事 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 号

薬 事 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

薬 事 法 施 行 細 則 ( 昭 和 三 十 六 年 石 川 県 規 則 第 四 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 ｢ 薬 局 、 製 造 所 ｣ を ｢ 製 造 所 ｣ に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 第 一 号 中 ｢ 管 理 者 ｣ の 下 に ｢( 金 沢 市 の 区 域 に 薬 局 が あ る 者 を 除 く 。)｣ を 加 え る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 児 童 福 祉 施 設 等 に 関 す る 費 用 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 一 号

石 川 県 児 童 福 祉 施 設 等 に 関 す る 費 用 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 児 童 福 祉 施 設 等 に 関 す る 費 用 徴 収 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 七 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 ｢ 及 び 母 子 保 健 法 ( 昭 和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ) 第 二 十 一 条 の 四 第 一 項 ｣ を 削 る 。

第 三 条 第 二 項 中 ｢ の 療 育 の 給 付 及 び 母 子 保 健 法 第 二 十 一 条 第 二 項 の 養 育 医 療 の 給 付 に 関 す る ｣ を ｢ に 規 定 す る ｣ に 、

｢ よ る ｣ を ｢ よ り 算 定 し た 額 と す る ｣ に 改 め 、 同 条 第 三 項 を 削 る 。

第 四 条 中 ｢ の 保 育 所 に 関 す る ｣ を ｢ に 規 定 す る ｣ に 、 ｢ よ る ｣ を ｢ よ り 算 定 し た 額 と す る ｣ に 改 め る 。

別 表 第 一 注 ８ � 中 ｢障害者自立支援法｣ を ｢障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律｣ に 改

め る 。
別 表 第 二 の ２ の 表 を 削 り 、 別 表 第 二 の １ の 表 中 ｢１ 療育の給付｣ を 削 り 、 同 表 を 別 表 第 二 と す る 。

別 記 様 式 注 ３ を 削 る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 三 年 法

律 第 百 五 号 ) 附 則 第 二 十 九 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 費 用 の 徴 収 に つ い て は 、 改 正

前 の 別 表 第 二 の ２ の 表 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。
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石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 二 号

石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 学 則 ( 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 二 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 二 号 中 ｢ 十 六 科 目 ｣ を ｢ 十 九 科 目 ｣ に 、 ｢ 十 九 ・ 五 単 位 ｣ を ｢ 二 十 ・ 五 単 位 ｣ に 改 め る 。

別 表 第 二 中
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に 改 め る

｡保育実習Ⅱ (実習) 4

保育実習Ⅲ (実習) 4

保育実習Ⅱａ (実習) 2

保育実習Ⅱｂ (実習) 2

保育実習Ⅲａ (実習) 2

保育実習Ⅲｂ (実習) 2

別 表 第 三 中
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｢
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社会学 (講義) 2

生活科学 (講義) 2

国語総合表現 (演習) 1

社会学 (講義) 2

国語総合表現 (演習) 1

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 第 八 条 、 別 表 第 二 及 び 別 表 第 三 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 入 学 し た 者 に つ い て 適 用 し 、 同 日

前 に 入 学 し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

児 童 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 三 号

児 童 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

児 童 福 祉 法 施 行 細 則 ( 昭 和 六 十 二 年 石 川 県 規 則 第 二 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 ｢ 第 二 十 九 条 及 び ｣ を ｢ 第 二 十 九 条 並 び に ｣ に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 五 号 ( 裏 ) を 次 の よ う に 改 め る 。
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児 童 福 祉 法 (抜 粋)

第28条 保護者が､ その児童を虐待し､ 著しくその監護を怠り､ その他保護者に監護させることが著しく当該
児童の福祉を害する場合において､ 第27条第１項第３号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年
後見人の意に反するときは､ 都道府県は､ 次の各号の措置を採ることができる｡� 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは､ 家庭裁判所の承認を得て､ 第27条第１項第３号
の措置を採ること｡� 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは､ その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引
き渡すこと｡ ただし､ その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適
当であると認めるときは､ 家庭裁判所の承認を得て､ 第27条第１項第３号の措置を採ること｡

２～５ 略
第29条 都道府県知事は､ 前条の規定による措置をとるため､ 必要があると認めるときは､ 児童委員又は児童
の福祉に関する事務に従事する職員をして､ 児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り､
必要な調査又は質問をさせることができる｡ この場合においては､ その身分を証明する証票を携帯させ､ 関
係者の請求があつたときは､ これを提示させなければならない｡

児童虐待の防止等に関する法律 (抜粋)

(出頭要求等)
第８条の２ 都道府県知事は､ 児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは､ 当該児童の保護者に対
し､ 当該児童を同伴して出頭することを求め､ 児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして､
必要な調査又は質問をさせることができる｡ この場合においては､ その身分を証明する証票を携帯させ､ 関
係者の請求があったときは､ これを提示させなければならない｡
２・３ 略
(立入調査等)
第９条 都道府県知事は､ 児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは､ 児童委員又は児童の福祉に
関する事務に従事する職員をして､ 児童の住所又は居所に立ち入り､ 必要な調査又は質問をさせることがで
きる｡ この場合においては､ その身分を証明する証票を携帯させ､ 関係者の請求があったときは､ これを提
示させなければならない｡
２ 略
(再出頭要求等)
第９条の２ 都道府県知事は､ 第８条の２第１項の保護者又は前条第１項の児童の保護者が正当な理由なく同
項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み､ 妨げ､ 又は
忌避した場合において､ 児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは､ 当該保護者に対し､ 当該児
童を同伴して出頭することを求め､ 児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして､ 必要な調
査又は質問をさせることができる｡ この場合においては､ その身分を証明する証票を携帯させ､ 関係者の請
求があったときは､ これを提示させなければならない｡
２ 略
(臨検､ 捜索等)
第９条の３ 都道府県知事は､ 第８条の２第１項の保護者又は第９条第１項の児童の保護者が前条第１項の規
定による出頭の求めに応じない場合において､ 児童虐待が行われている疑いがあるときは､ 当該児童の安全
の確認を行い又はその安全を確保するため､ 児童の福祉に関する事務に従事する職員をして､ 当該児童の住
所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所､ 家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状
により､ 当該児童の住所若しくは居所に臨検させ､ 又は当該児童を捜索させることができる｡
２ 都道府県知事は､ 前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは､ 児童の福祉に関する事務に従事する職
員をして､ 必要な調査又は質問をさせることができる｡
３～６ 略
(身分の証明)
第９条の６ 児童の福祉に関する事務に従事する職員は､ 第９条の３第１項の規定による臨検若しくは捜索又
は同条第２項の規定による調査若しくは質問 (以下 ｢臨検等｣ という｡) をするときは､ その身分を示す証
票を携帯し､ 関係者の請求があったときは､ これを提示しなければならない｡
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附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 四 号

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 五 十 二 年 石 川 県 規 則 第 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 中 ｢ 着 順 の 確 定 及 び 異 議 の 裁 決 ｣ を ｢ 第 六 十 二 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 着 順 確 定 及 び 第 六 十 三 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 失 格 又 は 降 着 の 裁 決 の 申 立 て ｣ に 改 め る 。

第 五 十 四 条 第 五 項 中 ｢ 他 の 馬 の 内 側 ｣ を ｢ 他 の 馬 と 他 の 馬 と の 間 若 し く は 他 の 馬 と 柵 と の 間 ｣ に 、 ｢ 他 の 馬 の 内 側

か ら こ れ ｣ を ｢ そ れ ら の 間 か ら 他 の 馬 ｣ に 改 め る 。

第 五 十 七 条 の 二 を 削 る 。

第 五 十 九 条 第 二 項 中 ｢ 第 六 十 一 条 の 規 定 に よ り 着 順 が 確 定 す る ｣ を ｢ 第 六 十 二 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 着 順 確 定 ｣

に 改 め る 。

第 六 十 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 審 議 の 公 表 )

第 六 十 一 条 裁 決 委 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 第 六 十 二 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 着 順 確 定 前 に 、

当 該 競 走 に 係 る 事 象 に 関 す る 審 議 を 行 う 旨 を 公 表 す る も の と す る 。

一 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 委 員 長 が 競 走 を 不 成 立 と す る 可 能 性 が あ る と 認 め た と き 。

二 到 達 順 位 が 第 五 位 ま で の 馬 ( 第 五 位 ま で に 到 達 し た 可 能 性 が あ り 、 そ の 到 達 順 位 の 判 定 を 速 や か に 行 う こ と が

困 難 で あ る と 認 め ら れ る 馬 と し て 、 裁 決 委 員 が 指 定 し た も の を 含 む 。 次 号 に お い て 同 じ 。) に つ い て 、 第 六 十 二

条 の 規 定 に よ る 失 格 又 は 第 六 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 降 着 と す る 可 能 性 が あ る と 認 め た と き 。

三 到 達 順 位 が 第 五 位 ま で の 馬 に つ い て 、 第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 失 格 又 は 降 着 の 裁 決 の 申 立 て が あ つ た と

き 。

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 裁 決 委 員 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た と き 。

２ 裁 決 委 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 審 議 を 行 う 旨 の 公 表 を し た と き は 、 当 該 審 議 の 終 了 後 、 直 ち に そ の 結 果 に つ い て

公 表 す る も の と す る 。 た だ し 、 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 委 員 長 が 競 走 を 不 成 立 と す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 第 一 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で の 規 定 に 係 る 審 議 の 結 果 の 公 表 に つ い て は 、 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 の 規 定 に よ る 着

順 確 定 の 公 表 と 併 せ て 行 う も の と す る 。

第 六 十 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 競 走 の 不 成 立 )

第 六 十 一 条 の 二 委 員 長 は 、 第 六 十 二 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 着 順 確 定 前 に 、 災 害 、 投 石 等 の 妨 害 行 為 そ の 他 の 事

由 に よ り 競 走 若 し く は 競 走 に 係 る 開 催 執 務 委 員 の 職 務 の 執 行 に 重 大 な 支 障 が あ つ た と 認 め た 場 合 又 は 競 走 が 所 定 の

走 路 と 異 な る 走 路 で 行 わ れ た と 認 め た 場 合 は 、 そ の 競 走 を 不 成 立 と す る 。

２ 委 員 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り そ の 競 走 を 不 成 立 と し た 場 合 に は 、 直 ち に そ の 旨 を 発 表 し な け れ ば な ら な い 。

第 六 十 二 条 第 一 項 中 ｢ 、 着 順 確 定 前 ｣ を ｢ 、 第 六 十 二 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 着 順 確 定 前 ｣ に 、 ｢ の 一 ｣ を ｢ の

い ず れ か ｣ に 、 ｢ 認 め る ｣ を ｢ 認 め た ｣ に 改 め 、 同 項 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

四 次 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 ( 以 下 ｢ 有 責 妨 害 ｣ と い う 。) の う ち 、 極 め て 悪 質 で 、 か つ 、 他 の 騎 手 又 は 他 の

馬 に 対 す る 危 険 な 行 為 で あ つ て 、 当 該 行 為 が 競 走 に 重 大 な 支 障 を 生 じ さ せ た と き 。

イ 第 五 十 四 条 第 一 項 、 第 四 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に 違 反 し て 他 の 馬 の 走 行 を 妨 害 し た と 認 め ら れ る 行 為 ( 他 の 騎

手 又 は 他 の 馬 の 動 作 に よ る 危 険 を 避 け る た め に 、 や む を 得 ず に し た 当 該 行 為 を 除 く 。)

ロ 第 五 十 五 条 の 規 定 に 違 反 し て 他 の 馬 の 走 行 を 妨 害 し た と 認 め ら れ る 行 為

第 六 十 二 条 第 二 項 を 削 る 。

第 六 十 二 条 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 降 着 )

第 六 十 二 条 の 二 裁 決 委 員 は 、 次 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 着 順 確 定 前 に 、 決 勝 線 に 到 達 し た 馬 ( 前 条 の 規 定 に よ り 失 格
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と な つ た 馬 ( 以 下 ｢ 失 格 馬 ｣ と い う 。) を 除 く 。) が 有 責 妨 害 を 行 つ た と 認 め 、 か つ 、 当 該 有 責 妨 害 を 行 つ た と 認 め

ら れ た 馬 ( 以 下 ｢ 有 責 妨 害 馬 ｣ と い う 。) が 被 害 馬 ( 当 該 有 責 妨 害 を 受 け た 一 の 馬 で あ つ て 、 決 勝 線 に 到 達 し た も

の ( 失 格 馬 を 除 く 。) を い う 。 以 下 同 じ 。) よ り 前 又 は 同 時 に 決 勝 線 に 到 達 し た 場 合 に お い て 、 当 該 有 責 妨 害 が な け

れ ば 、 被 害 馬 が 有 責 妨 害 馬 よ り 前 に 決 勝 線 に 到 達 し た と 認 め た と き は 、 有 責 妨 害 馬 を 降 着 と す る 。 た だ し 、 被 害 馬

が 有 責 妨 害 馬 に 対 し 有 責 妨 害 を 行 つ た と 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 降 着 と な っ た 馬 ( 以 下 ｢ 降 着 馬 ｣ と い う 。) は 、 そ の 対 象 被 害 馬 ( 降 着 の 裁 決 の 対 象 と な っ た

被 害 馬 を い う 。 別 表 第 二 に お い て 同 じ 。) よ り 後 の 着 順 と す る 。

第 六 十 二 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 着 順 の 確 定 )

第 六 十 二 条 の 三 競 走 ( 降 着 馬 が あ る 場 合 の 競 走 を 除 く 。) に お け る 各 馬 の 着 順 は 、 失 格 馬 を 除 き 、 第 五 十 八 条 の 規

定 に よ り 決 勝 審 判 委 員 が 最 初 に 決 勝 線 に 到 達 し た と 判 定 し た 馬 を 第 一 着 と し 、 そ の 他 の 馬 に つ い て は 決 勝 審 判 委 員

が そ の 馬 よ り 前 に 決 勝 線 に 到 達 し た と 判 定 し た 馬 の 頭 数 に 一 を 加 え た も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 時 に 決 勝

線 に 到 達 し た 馬 は 同 着 と す る 。

２ 降 着 馬 が あ る 場 合 の 競 走 に お け る 各 馬 の 着 順 は 、 決 勝 線 に 到 達 し な か つ た 馬 及 び 失 格 馬 を 除 き 、 別 表 第 二 に 定 め

る と こ ろ に よ り そ の 馬 よ り 前 の 着 順 と さ れ る 馬 ( 以 下 ｢ 上 位 馬 ｣ と い う 。) の な い 馬 を 第 一 着 と し 、 そ の 他 の 馬 に

つ い て は 上 位 馬 の 頭 数 に 一 を 加 え た も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 じ 着 順 と さ れ る 馬 は 同 着 と す る 。

３ 裁 決 委 員 は 、 競 走 終 了 後 遅 滞 な く 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 着 順 を 確 定 し 、 そ の 旨 を 宣 言 し な け れ ば な ら な い 。 こ の

場 合 に お い て 、 失 格 馬 又 は 降 着 馬 が あ る と き は 、 併 せ て そ の 旨 を 宣 言 し な け れ ば な ら な い 。

４ 裁 決 委 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 着 順 確 定 の 宣 言 を し た と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 公 表 す る も の と す る 。

５ 省 令 第 四 十 五 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 省 令 第 七 条 第 一 項 か ら 第 五 項 ま で の 勝 馬 は 、 第 三 項 の 規 定 に よ る 着 順 確

定 の 宣 言 ( 重 勝 式 勝 馬 投 票 法 に あ つ て は 、 そ の 最 後 の 競 走 の 着 順 確 定 の 宣 言 ) に よ り 確 定 す る 。

６ 省 令 第 四 十 五 条 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 省 令 第 八 条 第 一 項 た だ し 書 の 都 道 府 県 の 競 馬 の 実 施 に 関 す る

規 程 で 定 め る 各 馬 の 着 順 は 、 第 三 項 の 規 定 に よ り 確 定 す る 着 順 と す る 。

第 六 十 三 条 の 見 出 し を ｢( 失 格 又 は 降 着 の 裁 決 の 申 立 て )｣ に 改 め 、 同 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

競 走 に 出 走 し た 馬 の 馬 主 、 調 教 師 ( 第 九 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 業 務 の 委 託 を 受 け た 調 教 師 及 び 委 員 長 か ら 指

名 さ れ た 調 教 師 並 び に 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 調 教 師 の 業 務 を 代 行 す る 者 を 含 む 。) 又 は 騎 手 は 、 有 責 妨 害 馬 に つ

い て 、 第 六 十 二 条 ( 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。) の 規 定 に よ る 失 格 又 は 第 六 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 降 着 と

す る 裁 決 ( 以 下 こ の 条 に お い て ｢ 失 格 又 は 降 着 の 裁 決 ｣ と い う 。) の 申 立 て を す る こ と が で き る 。

第 六 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 ｢ 異 議 ｣ を ｢ 失 格 又 は 降 着 の 裁 決 ｣ に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 ｢ 異 議 の 申 立 て に つ き ｣

を ｢ 失 格 又 は 降 着 の ｣ に 、 ｢ そ の 異 議 の ｣ を ｢ そ の ｣ に 、 ｢ を 異 議 の ｣ を ｢ を そ の ｣ に 改 め る 。

第 六 十 五 条 の 三 第 一 項 中 ｢ 第 六 十 一 条 第 三 項 ｣ を ｢ 第 六 十 二 条 の 三 第 三 項 ｣ に 、 ｢ の 一 ｣ を ｢ の い ず れ か ｣ に 改 め 、

同 条 第 二 項 中 ｢ 第 六 十 一 条 第 一 項 ｣ を ｢ 第 六 十 二 条 の 三 第 一 項 の 規 定 ｣ に 改 め る 。

別 表 第 一 中 第 一 号 を 第 一 号 の 二 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

一 ア ド ラ フ ィ ニ ル

別 表 第 一 第 一 号 の 二 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

一 の 三 ア ミ ノ フ ィ リ ン

一 の 四 ア ミ ノ レ ッ ク ス

一 の 五 ア ル プ レ ノ キ シ ム

別 表 第 一 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 の 二 ア ン フ ェ タ ミ ニ ル

別 表 第 一 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 の 二 イ ブ テ ロ ー ル

別 表 第 一 第 五 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

五 の 二 エ チ ル ア ン フ ェ タ ミ ン

五 の 三 エ チ ル モ ル ヒ ネ

別 表 第 一 第 十 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 一 の 二 カ ル バ マ ゼ ピ ン

別 表 第 一 第 十 二 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。
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十 二 の 二 キ ン ボ ロ ン

十 二 の 三 グ ア イ フ ェ ネ シ ン

別 表 第 一 第 十 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 三 の 二 ク ロ ベ ン ゾ レ ッ ク ス

別 表 第 一 第 十 六 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

十 六 の 二 コ デ イ ン

十 六 の 三 コ リ ン テ オ フ ィ リ ン

別 表 第 一 第 十 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 七 の 二 シ ク ラ ゾ ド ン

別 表 第 一 第 二 十 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 十 の 二 ジ メ チ ル ア ン フ ェ タ ミ ン

別 表 第 一 第 二 十 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 十 四 の 二 セ レ ギ リ ン

別 表 第 一 第 二 十 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 十 五 テ オ フ ィ リ ン

別 表 第 一 第 二 十 六 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

二 十 六 の 二 デ キ ス ト ロ ア ン フ ェ タ ミ ン

二 十 六 の 三 テ ス ト ス テ ロ ン

別 表 第 一 第 二 十 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 十 七 の 二 デ プ レ ニ ル

別 表 第 一 第 二 十 八 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 十 八 の 二 ト ラ マ ド ー ル

別 表 第 一 第 三 十 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 十 六 の 二 バ ン ブ テ ロ ー ル

別 表 第 一 第 三 十 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 十 七 の 二 フ ァ ン プ ロ フ ァ ゾ ン

別 表 第 一 第 三 十 八 号 か ら 第 四 十 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

三 十 八 か ら 四 十 ま で 削 除

別 表 第 一 第 四 十 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

四 十 の 二 フ ェ ネ チ リ ン

四 十 の 三 フ ェ ン カ ミ ン

四 十 の 四 フ ェ ン プ ロ ポ レ ッ ク ス

別 表 第 一 第 四 十 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

四 十 四 削 除

別 表 第 一 第 四 十 四 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

四 十 四 の 二 フ ル フ ェ ノ レ ッ ク ス

四 十 四 の 三 プ レ ニ ラ ミ ン

別 表 第 一 第 四 十 八 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 十 八 の 二 ベ タ キ ソ ロ ー ル

別 表 第 一 第 四 十 九 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

四 十 九 の 二 ヘ ロ イ ン

四 十 九 の 三 ベ ン ズ フ ェ タ ミ ン

別 表 第 一 第 五 十 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 十 二 の 二 ボ ル ジ オ ン

別 表 第 一 第 五 十 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 十 四 の 二 メ ソ カ ル ブ

別 表 第 一 第 五 十 九 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 十 九 の 二 メ ト カ ル バ モ ー ル
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別 表 第 一 第 六 十 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

六 十 二 削 除

別 表 第 一 第 六 十 二 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

六 十 二 の 二 メ フ ェ ノ レ ッ ク ス

六 十 二 の 三 モ ダ フ ィ ニ ル

別 表 第 一 第 六 十 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六 十 三 の 二 リ ス デ ク ス ア ン フ ェ タ ミ ン

別 表 第 一 備 考 を 次 の よ う に 改 め る 。

備 考 第 六 十 五 条 の 二 第 七 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 禁 止 薬 物 を 閾
い き

値 に 基 づ い て 存 在 を 確 認 す る も の と し て 指 定

す る 。

一 こ の 表 第 十 二 号 の 二 に 掲 げ る 禁 止 薬 物

二 こ の 表 第 三 十 一 号 に 掲 げ る 禁 止 薬 物

三 こ の 表 第 五 十 二 号 の 二 に 掲 げ る 禁 止 薬 物

四 こ の 表 第 五 十 三 号 に 掲 げ る 禁 止 薬 物

別 表 第 二 中 ｢ 別 表 第 二 ( 第 六 十 一 条 関 係 )｣ を ｢ 別 表 第 二 ( 第 六 十 二 条 の 三 関 係 )｣ に 改 め 、 同 表 第 三 号 及 び 第 四 号

を 次 の よ う に 改 め る 。

三 前 二 号 の 規 定 に よ つ て は 着 順 の 前 後 が 決 定 で き な い 降 着 馬 と 非 降 着 馬 の 二 頭 の 間 で は 、 そ の 降 着 馬 を よ り 前 の

着 順 と す る 。

四 前 三 号 の 規 定 に よ つ て は 着 順 の 前 後 が 決 定 で き な い 降 着 馬 二 頭 の 間 で は 、 到 達 順 位 が よ り 前 の も の を よ り 前 の

着 順 と し 、 到 達 順 位 が 同 じ 場 合 は 同 じ 着 順 と す る 。

別 表 第 二 第 五 号 を 削 る 。

別 表 第 三 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 三 削 除

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 の 改 正 規 定 ( 同 表 第 二 十 五 号 、 第 三 十 八 号 か

ら 第 四 十 号 ま で 、 第 四 十 四 号 及 び 第 六 十 二 号 の 改 正 規 定 並 び に 同 表 備 考 の 改 正 規 定 ( 同 表 備 考 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係

る 部 分 に 限 る 。) を 除 く 。) は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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